


（
別
紙
）

救
命
艇
手
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

第
一

救
命
艇
手
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
で
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
沿
海
区
域
を
航
行
区

域
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
き
救
命
艇
の
搭

載
が
免
除
さ
れ
、
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
み
の
搭
載
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
船
舶
に
搭
載
さ
れ
る
膨
脹
式
救
命
い
か

だ
に
つ
い
て
割
り
当
て
る
べ
き
救
命
艇
手
の
員
数
に
、
限
定
救
命
艇
手
の
員
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

併
せ
て
、
救
命
艇
手
適
任
証
書
及
び
限
定
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
様
式
を
改
正
す
る
。
（
第
九
条
関
係
）


